
分任契約担当官
陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地
第４１３会計隊長　野田　幸司

1

（１） 予定数量 単位

（２） 納入期間
（３） 納入場所 茨城県土浦市右籾２４１０　霞ヶ浦駐屯地糧食班

2
（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６） 見本提出及び同等品提出の必要がある品目については、見本（同等品）判定に合格したもののみ応札を認

める。
3

陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地第４１３会計隊事務室　及び　東部方面会計隊ＨＰ

4

（１） 場　　所  ： A庁舎２階　会計隊事務室

（２） 期　　間  ： ～

5

（１） 場　　所  ： 陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地業務隊糧食班
（２） 期　　限  ：

6

（１） 場　　所  ： 陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地業務隊糧食班  幹部食堂
（２） 日　　時  ：

7
（１） 入札保証金：　免　除

（２） 契約保証金：　免　除

（３）

8

（１）
（２）

（３）
（４）
（５）
（６）

9
（１）

（２）

（３） 落札決定に当たっては、入札（見積）書に記載された金額に当該金額の１００分の１０（軽減税率対象品目に
ついては１００分の８）に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札(見積)者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００
(軽減税率対象品目については１０８分の１００)に相当する金額を入札(見積)書に記載すること。

入札単価は、課税業者、非課税業者に関わらず消費税を除いた金額（外税方式）で入札すること。

第２項に示す資格を有しない者の入札。
入札金額、入札者の氏名が判明し難いもの。

見本提出品において見本提出されていないもの又は見本品不合格のものの入札。

その他、本公告に違反した入札。

落札決定方法

押印を省略する場合、責任者及び担当者の氏名及び連絡先の記載の無い入札。

入札者等が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札者等が提
出した入札書等を無効とする。

単価決定　：単価において予定価格の範囲以内の最低価格入札者を落札者とする。（同価の場合は、抽選
により決定）

一般競争に付する事項

契約条項を示す場所

品（件）名等 規　　　　　格

赤ワイン 品目等内訳書（甲）のとおり

備　　　　　考

予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって､契約締
結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する物品購入から排除するよう要請があり、当該状態
が継続している有資格者については、入札参加及び入札後契約を認めない。

入札参加資格

予決令第7１条の規定に該当しない者であること。

令和7年2月28日(金) 令和7年3月13日(木)17時00分

令和7年3月14日(金)14時30分

令和7年4月10日(木)

入札書配布場所及び期間

令和7・8・9年度の全省庁統一資格「物品の販売」の等級「Ａ・B・C・D」に格付され、競争参加地域が関東・甲
信越地域の 競争参加資格を有する者。ただし、令和7・8・9年度の全省庁統一資格については、申請中で
当該通知を受けていない場合は、更新に係る申請中であることを証明できる書類の写し（受付票等）及び令
和4・5・6年度の全省庁統一資格を提出するとともに、更新手続き完了後、資格審査結果通知書の写しを提
出するものとする。

入札の無効

但し、落札者が契約を結ばないときは落札金額(落札単価×予定数量に消費税を加算した額)の１００分の５
以上、契約者が契約締結後において履行しない場合は、契約金額(契約単価×予定数量に消費税を加算し
た額)の１００分の１０以上を、違約金として徴収する。

令和7年3月10日(月)14時30分

入札保証金及び契約保証金

見本（同等品）判定品の納入期限

競争入札執行の場所及び日時

４１３会公告第１３号
令和７年２月２８日

入　　札　　公　　告

下記のとおり一般競争入札を行いますので、入札心得等関係事項を承知の上、参加をしてください。

記



10

11

12

（１） 同等品を納品する場合は、上記見本提出日に予め提出すること。（「同等品提出一覧表」を合わせて提出）
（２） 同等品を納品する場合、入札書の連番を　○　で囲むことで示すこと。

13 その他
（１）

（２）

（３） 入札において代理人が入札する場合は、委任状を提出すること。
（４） 入札参加を希望する場合は事前に下記まで連絡すること。
（５） 入札及び契約心得については、会計隊事務室に備え付けてあります。

（６） その他入札及び契約事項に関する問い合わせ先

陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地第４１３会計隊契約班 業務隊補給科糧食班

　ＴＥＬ　０２９－８４２－１２１１　内線２３４１ 栄養士
　ＦＡＸ　０２９－８４３－４５２８ 担当：鈴木 （内線２３６８）

実施しない。

上記２（３）に該当する者は、資格決定通知書(写）を提出すること。

同等品について

入札説明会

落札決定に当たっては、入札（見積）書に記載された金額に当該金額の１００分の１０（軽減税率対象品目に
ついては１００分の８）に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札(見積)者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００
(軽減税率対象品目については１０８分の１００)に相当する金額を入札(見積)書に記載すること。

契約書を作成省略するものを除き、落札者は、落札決定後遅滞なく、契約書を作成するものとする。適用す
る条項は、駐屯地用標準契約書、糧食品売買契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排
除に関する特約条項、単価契約に関する特約条項である。

電報・電話による入札は認めない。郵便入札により参加する場合は、入札日当日12時00分までを期限とし、
入札書を内封筒に入れ、内封筒に会社名、入札日時、件名及び入札書在中と朱書により明記して郵送し、
発送者の責により到着の確認をすること。

契約書の作成


